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一部改定 ２０２５年 ９月 １日 

 

第１章 総  則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、阪急バス株式会社（以下「当社」という。）が、当社線においてＩＣチップを搭載し

た電子式証票（ただし、当社及び阪神バス株式会社が発行するＩＣカード乗車券「ｈａｎｉｃａ」は除

く。以下「ＩＣ証票」という。）の利用者に提供するサービス内容とその利用条件を定め、利用者の利便

性向上と円滑な利用の促進を図ることを目的とします。 

（適用範囲） 

第２条 ＩＣ証票による当社線内における旅客運送について、当社運送約款（以下「運送約款」という。）

に定めがない場合又は運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先します。ただし、ＩＣカー

ド乗車券「ｈａｎｉｃａ」にかかる取り扱い等については、当社が別に定める規則を適用します。 

２ この規則が改定された場合、以後のＩＣ証票による旅客運送については、改定された規則の定めると

ころによります。 

３ この規則に定めのない事項については、運送約款又は当社線で使用可能なＩＣ証票の発行者が定める

規程等の定めるところによるほか、運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一

般の慣習によります。 

４ 当社とＩＣ証票による共通利用が可能な社局のうち、当社線以外の運送等については、当該社局の運

送約款等の定めによります。 

５ 当社とＩＣ証票による共通利用が可能な社局のうち、別表１に定める社局については、当社と一体的

なＩＣ証票サービスを提供することを目的として、この規則と同様の規則を規定し、ＩＣ証票の取り扱

い及び運賃等に関する必要な事項を統一して定めます。 

（用語の定義） 

第３条 この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。 

（１）「当社グループ」とは、当社並びに第２条第５号に定める社局をいいます。 

（２）「ストアードフェア」（以下「ＳＦ」という。）とは、ＩＣ証票に予め電子的に記録された金銭的価

値で、運賃の支払い等に充当するものをいいます。 

（３）「ポストペイ」とは、ＩＣ証票で当社線に乗車した場合の片道普通旅客運賃を後払いすることをい

います。 

（４）「プリペイド」とは、ＩＣ証票で当社線に乗車した場合の当該乗車に対する運賃相当額をＳＦで支

払うことをいいます。 

（５）「ポストペイサービス」とは、当社線において当社が提供する運賃後払い等のサービスをいいます。 

（６）「プリペイドサービス」とは、当社線において当社が提供する運賃先払い等のサービスをいいます。 

（７）｢チャージ」とは、ＩＣ証票に入金してＳＦを積み増しすることをいいます。 

（８）「ＩＣ証票定期券」とは、券面に定期乗車券の表示を行い、ＩＣチップに電子的に定期乗車券の情

報を記録したものであって、ポストペイ機能及びプリペイド機能を有するＩＣ証票をいいます。 

（９）「読取機」とは、ＩＣ証票からの情報を読み取り又は書き込みするために、バス車内の乗降口に設

置された装置をいいます。 

（10）「記名人」とは、当社線で使用可能なＩＣ証票に本人名が記載されている旅客をいいます。 
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（契約の成立時期及び適用規定） 

第４条 ＩＣ証票による旅客との運送契約の成立時期は、バス車内の読取機で乗車記録をしたときとしま

す。 

２ 前項の規定により契約の成立した時以後における取り扱いは、別段の定めをしない限り、全てその契

約の成立したときの規定によります。 

（規則等の変更） 

第５条 当社が定める規則は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合は、契約の目的に反せず、

かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。 

２ 前項によるこの規則の変更に際しては、変更後の内容と適用開始日を、営業所、インターネットその

他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用され

るものとします。 

（旅客の同意） 

第６条 当社は、旅客がＩＣ証票を使用し当社線に乗車した場合は、旅客がこの規則及びこの規則により

定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとみなします。 

（取扱区間） 

第７条 ＩＣ証票は、当社線のＩＣ証票取り扱い路線又は区間において取り扱います。 

（取扱制限又は停止） 

第８条 当社グループは旅客運送の円滑な実施を確保するため等、必要があるときは次に掲げるＩＣ証票

による当社線の取扱制限又は停止をすることがあります。 

（１）発売若しくは再発行等を行う箇所、枚数、時間及び方法の制限又は停止 

（２）乗車区間、乗車経路、乗車方法若しくは乗車するバス車両の制限 

２ 前項の規定によりＩＣ証票の取り扱いを制限又は停止する場合は、その旨を関係の営業所その他の事

業所（以下「営業所等」という。）並びに関係の車両及び主たる停留所に掲示します。ただし、緊急やむ

を得ないときは、この限りではありません。 

３ 第１項の規定によるＩＣ証票の取扱制限又は停止について、当社はその責を負いません。 

 

第２章 発  行 

 

（発行者） 

第９条 当社線で使用可能なＩＣ証票は、当社が発行することを認めた者（以下「ＩＣ証票発行者」とい

います。）が発行します。 

（ＩＣ証票の名称及び発行者名） 

第１０条 当社線で使用可能なＩＣ証票の名称及びＩＣ証票が有する機能並びに前条に規定するＩＣ証票

発行者名（ただし、当社及び阪神バス株式会社が発行するＩＣカード乗車券「ｈａｎｉｃａ」は除く。）

は、別表２に定めます。 

２ 前項の規定にかかわらず、一部のＩＣ証票については使用できない場合があります。 

（ＩＣ証票の発行申込方法等） 

第１１条 当社線で使用可能なＩＣ証票の発行申込方法及び発行方法は、ＩＣ証票発行者が別に定めます。 

（ＩＣ証票の所有権） 

第１２条 ＩＣ証票の所有権は、特に定めるものを除き、当該ＩＣ証票発行者に帰属します。 
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（ＩＣ証票の紛失等の再発行） 

第１３条 ＩＣ証票の盗難又は紛失等による再発行については、当該ＩＣ証票発行者の定めるところによ

ります。 

 

第３章 使  用 

 

（使用方法） 

第１４条 ＩＣ証票は、旅客が当社線内の停留所相互間を乗車の目的で、乗車及び降車する際、若しくは

乗車又は降車する際のみにバス車内の読取機に触れて乗車記録及び降車記録をした場合に、当該乗車区

間に有効な片道普通乗車券として使用することができます。この場合は、運送約款第２１条第２項の規

定は適用しません。 

２ 前項にかかわらず、ＩＣ証票定期券は、券面表示の通用期間内ならびに通用区間内において、乗車及

び降車する際にバス車内の読取機に触れて乗車記録及び降車記録をした場合に、当該乗車区間に有効な

定期乗車券として使用することができます。 

３ 旅客が乗車する際にＩＣ証票を読取機に触れず乗車記録がない場合であって、降車する際に当社の係

員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、当該運行系統又は区間の始発の停留所から乗

車したものとみなします。ただし、旅客が運送約款第２１条第２項の規定により整理券を所持し、降車

する際にＩＣ証票を使用する場合は、この限りではありません。 

４ 当社グループは、旅客の円滑な運送を確保するため等、必要に応じて、第１項と異なる使用方法を定

める場合があります。 

（ポストペイ機能の優先） 

第１５条 ポストペイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるＩＣ証票（以下「両機能付きＩＣ証

票」という。）を当社線において使用する場合は、ポストペイ機能付きＩＣ証票として取り扱います。た

だし、第２７条及び第２８条の規定によりポストペイ機能の利用が制限又は停止されている場合は、プ

リペイド機能付きＩＣ証票として取り扱います。 

（効力） 

第１６条 第１４条の規定により使用するＩＣ証票の効力は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）記名人本人について、当該乗車区間において片道１回の乗車に限り有効とします。 

（２）途中下車の取り扱いはいたしません。ただし、ＩＣ証票定期券を使用する場合は、券面表示の通

用区間内において乗車し又は降車することができます。 

（使用上の制限事項） 

第１７条 使用者が記名式であるＩＣ証票（以下「記名式ＩＣ証票」という。）は、当該ＩＣ証票の記名人

以外の旅客が使用することはできません。また、使用者が記名式でないＩＣ証票（以下「持参人式ＩＣ

証票」という。）は当該ＩＣ証票を持参する旅客１名が使用できます。 

２ １回の乗車につき、２枚以上のＩＣ証票を同時に使用することはできません。また、ＩＣ証票は、他

の乗車券と併用して使用することはできません。ただし、旅客がプリペイドサービスを利用する場合で

あって、ＩＣ証票（第６項及び別表５に規定のＩＣ証票を除く）内のＳＦが当該乗車区間の運賃に満た

ない場合は、次の各号に定めるいずれかにより、当該不足額を支払うことができます。 

（１）現金 

（２）旅客からの申し出があった場合に限り、当該乗車の際に使用したＩＣ証票以外のＩＣ証票（ただ

し、１枚に限り、第６項及び別表５に規定のＩＣ証票を除く）から、第１４条の規定にかかわらず
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当社の乗務員が金額精算処理のうえ減額して収受する運賃 

（３）旅客から申し出があった場合に限り、hanica取扱規則第７条第３項第四号の規定に拠り、hanica

から当社の乗務員が金額精算処理のうえ減額して収受する運賃 

３ 削除 

４ 旅客がＩＣ証票を使用して乗車した場合は、当該ＩＣ証票以外の乗車券等で降車することはできませ

ん（ただし、第２項各号の場合を除く）。 

５ 偽造、変造若しくは不正に作成されたＩＣ証票又は不正に取得されたＩＣ証票は、使用することはで

きません。 

６ 第１０条に規定するＩＣ証票のうち、第１種身体障がい者・介護者、及び第１種知的障がい者・介護

者用特別割引ＩＣカード（以下「特割ＩＣカード」という。）については、第１項から第５項の規定によ

るところのほか、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）本人用カードを使用する記名人は、降車する際（運賃を支払う前）に、運送約款第２５条第１項

第１号に規定する手帳（運送約款第２５条第１項第３号に規定する本人確認方法を含む）を当社の

乗務員に提示しなければなりません。 

（２）当社線においては、本人用カードの記名人は、介護者用カードを使用する介護者を伴わず本人用

カードを単独で使用することができます。 

（３）介護者は、本人用カードを使用する記名人を介護することを目的に当該記名人を伴って乗車する

場合に限り、当該記名人に係る介護者用カードを使用することができます。本人用カードを使用す

る記名人を伴わず介護者用カードを単独で使用することはできません。 

（４）本人用カードの記名人が当該記名人に係る介護者を伴って乗車する場合は、当該記名人と当該介

護人が同一便かつ同一停留所間で乗車する場合に限り、本人用カードと介護者用カードを使用する

ことができます。 

（５）介護者は、本人用カードの記名人が本人用カードを使用せずに乗車した場合は、当該記名人に係

る介護者用カードを使用することはできません。 

（６）本人用カードの記名人は、当該記名人に係る介護者用カードを使用することはできません。また、

介護者は本人用カードを使用することはできません。 

（７）介護者用カードは、１回の乗車につき介護者１名のみ使用することができます。 

（８）特割ＩＣカードでの運賃支払いの精算対象は、本人用カードが当該カードの記名人のみ、介護者

用カードが介護者１名のみとします。複数人で乗車した際の運賃を１枚の特割ＩＣカードでまとめ

て減額すること（複数人精算）は取り扱いません。 

（乗降の制限） 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する場合は、ＩＣ証票を使用して乗降することはできません。 

（１）当社とＩＣ証票による共通利用が可能な社局線において、旅客が乗車する際に使用し乗車記録が

されたＩＣ証票を降車する際に使用せず降車記録がされなかった場合で、当該ＩＣ証票により当社

線において再び乗車又は降車しようとするとき 

（２）ＩＣ証票の破損、読取機の故障等やむを得ない事情により、ＩＣ証票の読み取りができないとき 
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第４章 ＩＣ証票 

 

第１節 ポストペイ機能付きＩＣ証票 

（運賃の確定時期） 

第１９条 旅客が第１４条の規定によりポストペイ機能付きＩＣ証票を使用する場合のポストペイにおけ

る片道１回乗車の利用日時及び適用される運賃の確定時期は、運送が完了し旅客が降車するときとしま

す。 

（運賃の計算期間） 

第２０条 前条に定める運賃の計算期間は、月初めから月末までの１ヵ月間とし、毎月末日に締め切るも

のとします。ただし、運賃計算期間内の使用であっても、通信障害等やむを得ない事情により翌月以降

の運賃計算期間に繰り越す場合があります。 

２ 運賃計算期間における１日とは、当日の午前３時から翌日の午前３時までとします。 

第２１条 削除 

第２２条 削除 

（１ヵ月定額型（運賃区間別）サービス） 

第２３条 当社は、旅客が第１４条の規定により当社線を利用する際にポストペイサービスにより支払う

運賃（以下「ポストペイ普通運賃」という。）に対して適用条件を定めた所定の運賃（以下「１ヵ月定額

型サービス」という。）を適用します。ただし、運送約款第２５条に規定する割引を適用する場合は、こ

の限りではありません。 

２ 当社は、旅客が第１４条の規定によらず当社グループ線を利用する際にポストペイサービスにより支

払う運賃に対して、当社は１ヵ月定額型サービスを適用しません。 

３ １ヵ月定額型サービスは、ＩＣ証票の記名本人が株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが運営するＰⅰＴａ

Ｐａホームページ内の会員専用インターネットサービス「ＰⅰＴａＰａ倶楽部」から登録の手続きを行

った場合に限り適用します。 

４ 当社が設定する１ヵ月定額型サービスの名称、適用旅客、設定サービス、運賃額等の内容は、別表４

に定めます。 

５ 当社は、ポストペイ機能付きＩＣ証票発行者が当社に対して第１項及び第２項に定める運賃を立替払

いすることを、旅客が予め異議なく承諾したものとみなします。 

６ 第１項及び第２項に定める運賃は、ＩＣ証票発行者の規定により決済されます。 

７ 当社は、当社線においてポストペイサービスを利用する旅客に対し、国土交通大臣又は地方運輸局長

に届け出たところにより、第１項の１ヵ月定額型サービスを適用します。 

（１ヵ月定額型サービスの適用の計算・区分等） 

第２４条 １ヵ月定額型サービスの計算・区分等は、第２０条に定める運賃計算期間内において、１ヵ月

定額型サービスの登録が適用対象月末日終了時点で有効である場合に限り、適用対象月が登録されたＩ

Ｃ証票の使用によるポストペイ普通運賃に対して、次の各号の計算・区分等を行います。 

（１）１ヵ月定額型サービスの適用区間は、旅客が乗車した停留所から起算し、登録された設定サービ

スの運賃以下の区間内の停留所までとします。 

（２）旅客が乗車した停留所から起算し、登録された設定サービスの運賃以下の区間内の停留所を超え

て乗車した場合は、１ヵ月定額型サービスは適用されません。この場合、乗車した区間の運賃を収

受します。 

（３）削除 



阪急バス ＩＣ証票取扱規則 

 

- 6 - 

（４）第２０条に定める１ヵ月間に、第１号に定める適用区間内において１回以上乗車した場合に１ヵ

月定額型サービスとして計算します。 

（５）深夜割増を適用する運行便においては、第１号に定める適用区間内での利用に限り、普通運賃相

当部分と深夜割増相当部分に区分して計算します。この場合、普通運賃相当部分について１ヵ月定

額型サービスとして計算し、深夜割増相当部分については普通運賃として計算します。なお、第１

号に定める適用区間を超えて乗車した場合は、第２号の規定により計算します。 

（６）１ヵ月定額型サービスの対象は、１ヵ月定額型サービスが登録されたＩＣ証票の記名本人の利用

のみとし、同伴者の利用は対象となりません。第１号に定める適用区間内において１ヵ月定額型サ

ービスが登録されたＩＣ証票の利用について複数人精算で運賃を収受した場合、同伴者分の運賃は

１ヵ月定額型サービスが適用されません。 

（７）１ヵ月定額型サービスと運送約款第２５条に規定する割引との重複割引は適用しません。 

（１ヵ月定額型サービスの登録、変更または取消の手続き） 

第２５条 旅客が当社の設定する１ヵ月定額型サービスを登録、変更または取消するには、ＩＣ証票の記

名本人が株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩが運営するＰⅰＴａＰａホームページ内の会員専用インターネ

ットサービス「ＰⅰＴａＰａ倶楽部」から手続きを行わなければなりません。当社の営業所等において

は、１ヵ月定額型サービスの登録、変更または取消に関する手続きは取り扱いません。 

２ １ヵ月定額型サービスの登録、変更または取消の手続きは、旅客が希望する適用月の前月１日から当

月１５日までの間に受け付けます。 

３ 旅客はＩＣ証票１枚につき、当社の１ヵ月定額型サービスの設定サービスを１つ登録することができ

ます。 

４ その他１ヵ月定額型サービスの登録、変更または取消に関する手続きは、株式会社スルッとＫＡＮＳ

ＡＩが定める規程等によります。 

（１ヵ月定額型サービスの適用期間） 

第２６条 １ヵ月定額型サービスの適用期間は月単位（毎月１日～末日）とし、旅客は当月または翌月か

ら１２ヵ月先までの任意の月、または無期限を選択することができます。なお、適用期間を無期限で登

録した場合は、解除するまで無期限で自動的に更新されます。 

２ １ヵ月定額型サービスを１日から同月１５日までに登録した場合は、旅客は当月または翌月から適用

月の開始を選択することができます。１６日から同月末日までに登録した場合は、翌月から適用月を開

始します。 

３ １ヵ月定額型サービスを１日から同月１５日までに取消した場合は、適用月は前月末までとなり、当

月から取消されます。１６日から同月末日までに取消した場合は、適用月は当月末までとなり、翌月か

ら取消されます。 

（ポストペイ機能の制限及び停止） 

第２７条 当社グループは、次の各号のいずれかに該当する場合には、ポストペイ機能若しくはポストペ

イサービスを制限又は停止することがあります。 

（１）電子計算機の故障又は電子計算機作動プログラムに異常が発生したとき 

（２）通信回線に支障が発生したとき 

（３）読取機が故障したとき 

（４）その他当社グループがポストペイ機能又はポストペイサービスを通常どおり提供できないと判断

したとき 
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（ＩＣ証票の制限及び停止） 

第２８条 ＩＣ証票発行者が特定のＩＣ証票について使用を制限又は停止した場合は、旅客は当該ＩＣ証

票を使用し当社線を利用することはできません。 

２ ポストペイ機能付きＩＣ証票において、ポストペイ機能による一定期間の利用額が、当該ＩＣ証票発

行者が予め定める利用限度額を超えた場合には、当社線においてポストペイ機能による当該ＩＣ証票の

使用はできません。 

３ ポストペイ機能付きＩＣ証票において、当該ＩＣ証票に記載のカード有効期限終了月の翌月以降は、

当社線において当該ＩＣ証票の使用はできません。 

（免責） 

第２９条 当社が第２７条及び第２８条の定めによる制限又は停止をしたことにより、旅客が予定してい

た利用額割引の適用を受けることができないときは、当社はその責を負いません。 

第２節 プリペイド機能付きＩＣ証票 

（運賃の減額） 

第３０条 旅客が第１４条の規定によりプリペイド機能付きＩＣ証票を使用し当社線に乗車する場合は、

当社は旅客が降車する際に当該乗車にかかる運賃相当額を当該ＩＣ証票のＳＦから減額します。 

２ 旅客が第１４条の規定によりプリペイド機能付きＩＣ証票を使用し当社線に乗車する場合は、当該Ｉ

Ｃ証票から１０円未満のＳＦを当該乗車にかかる運賃に充当することはできません。 

（チャージ） 

第３１条 当社は、旅客の申し出により当社の指定する読取機を搭載する車両においてプリペイド機能付

きＩＣ証票にチャージを行います。なお、当社グループがチャージを取り扱うＩＣ証票は別表５に定め

ます。 

２ 旅客が前項の規定によりチャージをする場合は、ＩＣ証票には１回あたり１，０００円単位の額をチ

ャージすることができます。 

３ 第１項及び第２項の規定によりチャージをするＩＣ証票のＳＦの残額は、ＩＣ証票発行者が別に定め

る額を超えることはできません。 

（プリペイド機能の制限及び停止） 

第３２条 第２７条の規定は、プリペイド機能付きＩＣ証票について準用します。この場合において、第

２７条中「ポストペイ機能」とあるのは「プリペイド機能」と、「ポストペイサービス」とあるのは「プ

リペイドサービス」と読み替えるものとします。 

（ＳＦの確認） 

第３３条 当社は、旅客の申し出により当社の指定する営業所等及び読取機を搭載する車両（ＩＣ証票に

よるサービスの提供を開始している路線又は区間に限る。）においてプリペイド機能付きＩＣ証票のＳＦ

の残額の確認を行います。 

（ＳＦの払戻し） 

第３４条 当社はＳＦの払戻しを行いません。 

第３節 両機能付きＩＣ証票 

第３５条 第３２条から第３４条までの規定は、両機能付きＩＣ証票について準用します。 

２ 両機能付きＩＣ証票について、旅客がＩＣ証票発行者に予め申し込むことにより、当該ＩＣ証票を使

用し当社線において降車する際のＳＦの残額が１，０００円（小児用ＩＣ証票は５００円）以下である

場合は、２，０００円（小児用ＩＣ証票は１，０００円）のＳＦを自動的に積み増し（以下「オートチ

ャージ」という。）することができます。ただし、ＩＣ証票定期券において、券面表示の通用期間内に券



阪急バス ＩＣ証票取扱規則 

 

- 8 - 

面表示区間内を乗車する場合は、オートチャージは取り扱いません。 

３ 前項の規定によるオートチャージの支払い方法は、当該ＩＣ証票発行者の定めるところによります。 

４ 第２７条及び第２８条の規定によりポストペイ機能の制限又は停止をする場合は、オートチャージで

きません。 

第４節 ＩＣ証票定期券 

（取り扱い内容） 

第３６条 当社においてＩＣ証票定期券を取り扱う路線及び区間、ならびに当社が取り扱うＩＣ証票定期

券の発売社局は別表６に定めます。 

２ 当社線におけるＩＣ証票定期券の取り扱いは、乗車及び降車に係る使用のみに限ります。ＩＣ証票定

期券の発売、再印字、紛失再発行、障害再発行、払戻し等その他取り扱いは、当該ＩＣ証票定期券発売

社局の定めるところによります。 

（運賃の収受） 

第３７条 別表６に定める発売社局により発売されたＩＣ証票定期券を、券面表示の通用期間内であって、

券面表示区間外で使用して乗車した場合は、当該乗車区間を別途乗車として取り扱い、当該乗車区間に

係る普通運賃を収受します。この場合、当該乗車については、当該ＩＣ証票がポストペイ機能付きＩＣ

証票又は両機能付きＩＣ証票の場合にあっては第１５条の規定を、プリペイド機能付きＩＣ証票の場合

にあっては第３０条第１項の規定を準用します。 

２ ＩＣ証票定期券を、券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の終了日の翌日以降に使用して

乗車した場合は、当該乗車区間に係る普通運賃を収受します。この場合、当該乗車については、第１４

条の規定を準用します。 

（効力） 

第３８条 ＩＣ証票定期券は、記名人本人のみが使用することができます。 

２ ＩＣ証票定期券は、券面表示区間外又は券面表示の通用期間の開始日前もしくは通用期間の終了日の

翌日以降であっても、第１６条の規定を準用して乗車することができます。 

（免責） 

第３９条 紛失したＩＣ証票定期券の利用停止措置が完了するまでの間に、当該ＩＣ証票定期券の払戻し、

ならびにポストペイ機能付きＩＣ証票ならびにプリペイド機能付きＩＣ証票の使用等で生じた旅客の損

害について、当社はその責を負いません。 

 

第５章 無  効 

 

（無効となる場合等） 

第４０条 次の各号のいずれかに該当する場合は、ＩＣ証票を無効とします。 

（１）記名式ＩＣ証票を記名人以外の旅客が使用したとき 

（２）偽造、変造若しくは不正に作成されたＩＣ証票又は不正に取得されたＩＣ証票を使用若しくは使

用しようとしたとき 

（３）利用資格を限定したＩＣ証票を、その資格を有しない旅客が使用したとき 

（４）乗車開始後に乗車記録のある持参人式ＩＣ証票を他人から譲り受けて使用したとき 

（５）券面表示事項の不明となったＩＣ証票又は券面表示事項をぬり消しもしくは改変したＩＣ証票 

（６）ＩＣ証票定期券により通学定期乗車券を使用する旅客が、その使用資格を失った後に使用したと

き 
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（７）使用資格、氏名、年令、区間又は通学の事実を偽って購入したＩＣ証票定期券を使用したとき 

（８）ＩＣ証票をその使用条件に基づいて使用しないとき 

（９）その他ＩＣ証票を不正乗車の手段として使用したとき 

２ 当社は、旅客が前項第１号及び第２号に該当する場合は、当該ＩＣ証票を回収します。 

（割増運賃等） 

第４１条 当社は、旅客が前条第１項の規定に該当する場合は、運送約款第２８条の規定を準用し割増運

賃及び割増料金を申し受けます。 
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附 則（２００６年 ２月 １日制定） 

この規則は、２００６年２月１日から適用します。 

附 則（２００７年 ８月２８日改定） 

この規則は、２００７年８月２８日から適用します。 

附 則（２００８年 ３月 １日改定） 

この規則は、２００８年３月１日から適用します。 

附 則（２００８年１０月 １日改定） 

この規則は、２００８年１０月１日から適用します。 

附 則（２０１２年 ３月２１日改定） 

この規則は、２０１２年３月２１日から適用します。 

附 則（２０１３年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０１３年４月１日から適用します。 

附 則（２０１４年 ３月１８日改定） 

この規則は、２０１４年３月１８日から適用します。 

ただし、別表３の変更については、２０１４年４月１日から適用します。 

附 則（２０１６年 ３月 １日改定） 

この規則は、２０１６年３月１日から適用します。 

附 則（２０１６年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０１６年４月１日から適用します。 

附 則（２０１７年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０１７年４月１日から適用します。 

附 則（２０１７年 ５月２０日改定） 

この規則は、２０１７年５月２０日から適用します。 

附 則（２０１７年 ８月 ５日改定） 

この規則は、２０１７年８月５日から適用します。 

附 則（２０１９年 ７月 １日改定） 

この規則は、２０１９年７月１日から適用します。 

附 則（２０１９年１０月 １日改定） 

この規則は、２０１９年１０月１日から適用します。 

附 則（２０２０年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０２０年４月１日から適用します。 

附 則（２０２１年 ６月 １日改定） 

この規則は、２０２１年６月１日から適用します。 

附 則（２０２１年１０月 １日改定） 

この規則は、２０２１年１０月１日から適用します。 

附 則（２０２２年 ４月 １日改定） 

この規則は、２０２２年４月１日から適用します。 

附 則（２０２３年 ９月 １日改定） 

この規則は、２０２３年９月１日から適用します。 

附 則（２０２４年１０月 １日改定） 

この規則は、２０２４年１０月１日から適用します。 

附 則（２０２５年 ９月 １日改定） 

この規則は、２０２５年９月１日から適用します。 
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別表１（第２条第５項関係） 

当社と一体的なＩＣ証票サービスを提供する社局 

事業者名 神鉄バス株式会社 

 

別表２（第１０条関係） 

当社線で使用可能なＩＣ証票の名称及びＩＣ証票が有する機能並びにＩＣ証票発行者名 

ＩＣ証票の名称 有する機能 ＩＣ証票発行者名 

ＰｉＴａＰａ 
ポストペイ機能 

プリペイド機能 
株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

ＩＣＯＣＡ プリペイド機能 西日本旅客鉄道株式会社 

Ｋⅰｔａｃａ プリペイド機能 北海道旅客鉄道株式会社 

ＰＡＳＭＯ プリペイド機能 株式会社パスモ 

Ｓｕｉｃａ プリペイド機能 

東日本旅客鉄道株式会社 

東京モノレール株式会社 

東京臨海高速鉄道株式会社 

ｍａｎａｃａ プリペイド機能 
株式会社名古屋交通開発機構 

株式会社エムアイシー 

ＴＯＩＣＡ プリペイド機能 東海旅客鉄道株式会社 

はやかけん プリペイド機能 福岡市交通局 

ｎｉｍｏｃａ プリペイド機能 株式会社ニモカ 

ＳＵＧＯＣＡ プリペイド機能 九州旅客鉄道株式会社 

大阪市敬老優待乗車証 プリペイド機能 大阪市，株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

神戸市敬老優待乗車証 プリペイド機能 神戸市，株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

神戸市福祉乗車証 プリペイド機能 神戸市，株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

第１種身体障がい者・介護者、

及び第１種知的障がい者・介護

者用特別割引ＩＣカード 

プリペイド機能 株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ 

 

別表３ 削除 

 

別表４（第２３条第４項関係） 

当社が設定する１ヵ月定額型（運賃区間別）サービスの内容 

名称 適用旅客 設定サービス 運賃額 

阪急バス 

１ヵ月定額型 

（運賃区間別） 

サービス 

ＰｉＴａＰａ一般カード

またはジュニアカードを

所持する旅客 

１７０円区間 

～９４０円区間 

 

※上記の運賃区間内

において１０円単

位で登録可能 

１ヵ月間（毎月１日～末日）の運

賃額は、以下の計算式により算出

した額とする。 

【計算式】 

登録運賃区間額×60×0.735 

（１０円未満の端数は１０円単位

に四捨五入） 
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１ヵ月定額型 

（運賃区間別） 

サービスが適用 

されない路線・ 

区間 

（阪急バス） 

箕面循環線，千里丘循環線，千里山循環線，長岡京循環線，猪名川町内線， 

宝塚すみれ墓苑線，清荒神線，催事輸送，市立吹田サッカースタジアム線， 

長尾山霊園線，向日市コミュニティバス 

（神鉄バス）全路線 

 

別表５（第３１条第１項関係） 

当社グループがチャージを取り扱うＩＣ証票 

ＩＣ証票の名称 神戸市敬老優待乗車証 

 神戸市福祉乗車証 

 

別表６（第３６条第１項関係） 

ＩＣ証票定期券を取り扱う路線及び区間、ならびに当社が取り扱うＩＣ証票定期券に係る発売社局 

路線及び区間 発売社局 備考 

西鈴神戸線 神戸駅前～ひよどり台～テニスコート前 

      神戸駅前～ひよどり台～市民防災総合センター 

神戸市 

交通局 

神戸市交通局の運賃制度

に基づく定期乗車券の当

社路線での利用取り扱い 

 


